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去る２０００年５月１６日、同年４月発生の象牙密輸事件で逮捕された２名の内、日本の象牙業

者に対する刑事処分が行われました。犯罪事実は、無許可輸入罪に係る貨物について、情を知っ

てこれを運搬したことであり（関税法１１２条）、無許可輸入罪（同法１１１条）については立

件されておりません。しかも検察官は正式裁判を求めず、略式起訴手続によって罰金３０万円が

科されたにとどまりました。

しかし、香港在住の共犯者（起訴済み）は、日本の象牙業者と面識を持ち、これまでも日本の象

牙業者と象牙を取り引きしていたことが疑われている者でした。

また、密輸されたのは総重量５００kg にも及ぶ大量の未加工象牙であることや、加工用象牙の

国内流通が象牙業界の人間によって寡占されている実態を考えれば、ユーザー側が密輸の共謀に

加わっていないということは想定しがたいというべきです。しかも、この象牙業者は情を知って

密輸品の運搬をしたと認定されているのですから、その疑いはさらに強いといわなければなりま

せん。こうした事情に鑑みれば、象牙業者や象牙業界に対する捜査が打ち切られるべきではあり

ません。

また、関税法１１２条に定められた罰則の適用についても、３年以下の懲役も規定されているに

もかかわらず、あえて罰金を選択し、しかも正式裁判を求めず略式起訴手続がとられました。

しかし、本件がワシントン条約関連の税関行政に対する重大な違反行為であり、かつ日本政府の

野生生物保全行政に対して、日本国民と国際社会の大きな不信をもたらしたことに鑑みれば、検

察庁の処分はあまりに軽きに失するといわねばなりません。

以上の点に鑑み、以下の点を強く要望します。

要望事項

１　逮捕された象牙業者の本件密輸そのものへの関与と同種余罪に関する捜査を再開し、事実を

　徹底糾明すること

２　日本の象牙業界の本件に対する関与の有無を徹底糾明すること

３　捜査の結果、逮捕された象牙業者らの密輸への関与について立件が可能になった場合は、事

　案の重大性を十分考慮し、厳しい処分を求めていくこと




